
当初設計書 設
　
計

精
　
算

起工番号　： 河維（委）第802号 工期    ： 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで

会計年度　： 令和 8 年度 単価世代： 令和08年05月08日 公共

事業名　　： 河川排水路等維持補修事業 諸経費率： 公共 令和08年04月01日

工事名    ： 水路法面除草業務委託（単価契約）城島町（その2）

設計部課名： 城島総合支所　環境建設課

工事場所  ： 久留米市 城島町　　　地内

（当初設計）

・機械除草（肩掛式）　　　　　　100㎡当り（予定数量13,200㎡）
・機械除草（ロングリーチ式）　　100㎡当り（予定数量47,300㎡）
・刈草集積、積込運搬、刈草処分　100㎡当り（予定数量2,900㎡）
・交通誘導員　　　　　　　　　　1人日当り（予定数量1人日）

設
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水路法面除草業務委託（単価契約）城島町（その2）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

河川維持工事02
  
  1    式
  機械除草
    肩掛式、飛び石防護有り
    100    m2 単   1 号
  機械除草
    ロングリーチ式、飛び石防護無し
    100    m2 単   2 号
  刈草集積、積込運搬、刈草処分
  
    100    m2 単   3 号
  交通誘導員
  
    1    人日 単   4 号
直接工事費計
  
  
共通仮設費計
  

1    式
  共通仮設費(率化)
  

1    式
    共通仮設費率分
  

1    式
純工事費
  

1    式
  現場管理費
  

1    式
工事原価
  

1    式

久留米市



水路法面除草業務委託（単価契約）城島町（その2）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  一般管理費等
  

1    式
工事価格
  

1    式
  消費税等相当額
  

1    式
合計
  

久留米市





 令和8年度

① 直接委託費 31, 700 落札価格 48, 000

② 委託価格 59, 000 請負率 0. 8135455

 水路法面除草業務委託（ 単価契約） 城島町  （ その２ ） 諸経費率③ 1. 8611987 　 諸経費率③＝②÷①

工　 　 種 規　 　 格 単位 基 礎 単 価 委 託 価 格 委託請負価格 消費税 契約単価

　 機械除草 　 肩掛式　 飛び石防護有り 100㎡ 9, 000 16, 751 13, 627 1, 090. 16 14, 717. 16

　 機械除草 　 ロ ングリ ーチ式 100㎡ 1, 500 2, 792 2, 271 181. 68 2, 452. 68

　 刈草集積、 積込運搬、 刈草処分 　 ﾀﾞ ﾝﾌ゚ ﾄﾗｯｸ　 運搬距離11. 0km以下 100㎡ 4, 900 9, 120 7, 419 593. 52 8, 012. 52

　 交通誘導員 1人日 16, 300 30, 338 24, 681 1, 974. 48 26, 655. 48

31, 700 59, 001 47, 998 3, 839. 84 51, 837. 84

委託価格＝基礎単価×諸経費率③

合　 　 計



水路法面除草（単価契約）城島町（その１）業務仕様書 
 

第１条（適 用） 

    この仕様書は、久留米市長が管理する準用河川等（以下「河川等」という。）及び

水路の除草業務について必要な事項を示すものである。 

    除草に関しては、「福岡県土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理の手引き」 

その他監督職員が指定する各種要綱要領を適用する。なお、発行年度等は最新版と 

する。期間中は安全に注意し現場管理を行い、災害の防止に努めること。 

また、作業により発生する刈草の処理にあたっては、「廃棄物の処理および清掃に関

する法律」を遵守し、「一般廃棄物」として適切な処理を行なわなければならない。 

第２条（予定数量） 

    設計図書及び仕様書の数量は予定数量であり、増減することがある。 

第３条（指令書） 

業務箇所、数量及び工期等については、「指令書」により指示する。 

指令書の数量は 100㎡単位であり、計算過程において小数第２位までとし、その

合計指令数量は、小数第１位まで（10㎡まで）とする。 

第４条（作 業） 

    除草業務の施工にあたっては、設計図書及び本仕様書に準拠し入念確実に行わな

ければならない。 

２． 受注者は、除草業務に先立ち監督職員に施工に際しての関係書類を提出し承認を

得なければならない。また、業務完了後は社内検査を実施すること。 

３． 受注者は、補助刈り等を含め刈り残しがないように草刈をしなければならない。 

４． 除草作業中第三者及び道路・河川の施設物等に損害を与えた場合は、直ちに監督 

職員に報告しなければならない。 

５． 機械除草は、人力による仕上げ除草及び空き缶等の障害物除去作業及び清掃を含

むものとする。人力除草は、空き缶等の障害物除去作業及び清掃を含むものとする。 

６． 受注者は、作業により発生する刈草・伐竹等を、上津クリーンセンター、宮の陣

クリーンセンター又は再資源化処理等を行っている処理施設等へ搬出し処分するこ

と。 

７． 処分の確認については、処分地の受取伝票等搬出を証明するものを、監督職員に

提出するものとする。なお、刈草の処分量については 0.4kg／㎡とし、乾燥状態によ

り㎡当り重量は変化するが変更の対象としない。 

８． 仕様書に明示されていない事項についても、除草業務上当然必要を思われる軽微

な事柄については、監督職員の指示に従い、受注者の負担により処置しなければな

らない。 

９． 受注者は、除草作業の記録になる業務写真を、着手前・施工中・完了後に区分し

て撮影し、特殊な場合を除き、同一方向・同一箇所において比較できるように撮影

すること。 

また、除草面積が確認できるように出来形展開図を作成し業務写真と共に提出す

ること。 

第５条（交通保安規則等） 

除草時間は、原則として、交通に与える影響の少ない時間に行うものとする。（9：

120661
四角形

120661
タイプライタ
2



00～17：00 土日祝は作業なし。）やむを得ず、休日及び作業時間の変更を必要とす

る場合は、事前に監督職員と協議すること。 

２． 除草業務の実施に際して行なう交通制限等に関しては、事前に監督職員と十分協

議すること。また、適切な保安設備を設置し、公衆に危害を及ぼさないよう努める

こと。また、学校の指定通学路付近を施工する場合は、十分な安全対策を講じるこ

と。 

３．  受注者は、業務完了次第、委託箇所を速やかに整理し交通・通水等に支障がない

ようにすること。 

第６章（追記事項） 

１）（１）工事各種保険 

    受注者は、第三者等の安全確保をすべてに優先するために、除草作業に伴い第三

者に与えた損害を補填する保険に加入すること。また、受注者は業務に従事する者

の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するため、法定外の労災保険に

付さなければならない。 

  （２）刈草等の運搬について 

    除草・伐竹後の刈草等については一般廃棄物にあたるため、下請け業者に運搬を

依頼する場合は「一般廃棄物運搬業許可」を有する者に依頼しなければならない。

ただし、受注者による自社運搬を行う場合はその限りではない。 

（３）下請負人の選定について 

   受注者は、下請負人を選定するに当たっては、久留米市内に本店を有するものの

中から選定するよう努めなければならない。 

２）暴力団排除に関する事項 

受注者は、当該委託の施工に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 暴力団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに 

監督員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行

うこと。 

(2) 暴力団等から不当要求による被害又は委託妨害を受けた場合は、その旨を速やか

に監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届けを提出すること。 

(3) 排除対策を講じたにもかかわらず、委託に遅れが生じるおそれがある場合は、速

やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。 

３）暴力団排除に係る下請契約に関する事項 

受注者は、当該委託の下請施工に関して、次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。 

(1)下請契約(二次以降の下請契約を含む)の相手として暴力団等と関係のある業者を

選定してはならない。なお違反した場合は、指名停止措置および下請契約の解除

を求める場合もあること。 

(2)下請契約を締結するときは、受注者は、下請負人から「誓約書(下請負人用)」を提

出させ、その写しを監督職員へ提出すること。 

 ４）その他 

    本仕様書に明記されていない事項は、監督職員と協議し、指示に従うこと。 



主要道路

年間予定数量
・機械除草（肩掛式） A＝13,200㎡

・機械除草（大型自走式ロングリーチ式） A＝47,300㎡
・刈草集積・積込運搬・刈草処分 A＝ 2,900㎡

水路法面除草業務委託（単価契約）城島町
（その２）除草箇所図
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四角形

118712
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業務範囲


